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事
後
強
盗
罪
と
強
盗
罪
の
関
係

五　

結　

語

一　

問
題
の
所
在

　

⑴　

刑
法
二
三
八
条
は
、
窃
盗
が
財
物
取
還
阻
止
等
の
目
的
で
他
人
に
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
た
場
合
を
事
後
強
盗
罪
と
し
、
強
盗
罪
と
同

じ
く
取
り
扱
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
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事
後
強
盗
罪
の
意
義
に
つ
い
て
は
、「
窃
盗
犯
人
が
犯
行
を
終
了
し
、
あ
る
い
は
窃
盗
の
意
思
を
放
棄
し
て
現
場
を
離
れ
る
際
に
、
暴
行
・

脅
迫
を
加
え
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
犯
罪
学
上
の
実
態
に
着
目
し
、
人
身
の
安
全
の
保
護
の
観
点
か
ら
暴
行
・
脅
迫
の
加
重
類
型
を
設
け
、

強
盗
罪
に
準
ず
る
犯
罪
と
し
た
も
の（

1
）」

で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
事
後
強
盗
罪
を
人
身
犯
罪
と
理
解
す
る
も
の
と
い

え
る
。

　

確
か
に
、
窃
盗
犯
人
が
窃
盗
の
機
会
に
他
人
に
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
る
事
例
が
実
際
上
多
く
、
こ
れ
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
置
か
れ

た
の
が
、
刑
法
二
三
八
条
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
事
後
強
盗
罪
が
身
体
の
安
全
お
よ
び
意
思
の
自
由
な
い
し
私
生
活
の
平
穏
を
保
護
法

益
と
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
刑
法
二
三
八
条
は
、
事
後
強
盗
に
対
し
て
単
に
重
い
法
定
刑
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、

事
後
強
盗
を
「
強
盗
と
し
て
論
じ
る
」
こ
と
と
し
、
財
産
罪
の
一
つ
で
あ
る
強
盗
罪
と
同
様
の
扱
い
を
す
る
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す

る
と
、
事
後
強
盗
罪
の
第
一
次
的
な
保
護
法
益
は
財
産
で
あ
る
と
い
う
の
が
自
然
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
判
例
お
よ
び
通
説
に
お
い
て
、
事
後

強
盗
罪
の
既
遂
・
未
遂
は
窃
盗
の
既
遂
・
未
遂
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
解
さ
れ
て
い
る（

2
）が

、
そ
の
基
礎
に
は
、
事
後
強
盗
罪
は
財
産
犯
で
あ
る

と
す
る
理
解
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

⑵　

そ
れ
で
は
、
事
後
強
盗
罪
の
財
産
犯
と
し
て
の
実
質
は
ど
の
よ
う
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
事
後
強
盗

罪
の
構
成
要
件
的
行
為
で
あ
る
窃
取
と
暴
行
・
脅
迫
の
う
ち
、
第
一
次
的
な
保
護
法
益
で
あ
る
財
産
は
い
ず
れ
の
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ

る
と
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
、
①
窃
盗
未
遂
の
犯
人
が
窃
盗
の
機
会
に
暴
行
・
脅
迫
を
行
っ

た
と
き
に
も
事
後
強
盗
罪
が
成
立
し
う
る
か
、
②
窃
盗
既
遂
犯
人
が
暴
行
・
脅
迫
後
に
財
物
を
取
り
返
さ
れ
た
場
合
に
事
後
強
盗
罪
の
既
遂

を
認
め
て
よ
い
か
、
③
事
後
強
盗
罪
の
実
行
の
着
手
時
期
を
ど
の
時
点
に
求
め
る
か
、
④
事
後
強
盗
罪
は
身
分
犯
か
結
合
犯
か
、
⑤
窃
盗
犯

人
で
な
い
者
が
事
後
強
盗
に
関
与
し
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
罪
が
成
立
す
る
か
な
ど
、
解
釈
論
上
の
様
々
な
問
題
と
理
論
的
な
関
連
を
有
し

て
い
る
。

　
（
二
〇
九
四
）
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こ
の
点
、
従
来
の
通
説
は
、
事
後
強
盗
罪
の
財
産
犯
と
し
て
の
実
質
を
窃
取
に
よ
る
財
物
の
取
得
の
点
に
求
め
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。

通
説
が
事
後
強
盗
罪
の
既
遂
・
未
遂
を
窃
盗
の
既
遂
・
未
遂
に
よ
っ
て
決
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
理
解
の
表
れ
で
あ
る（

3
）。

こ
の
よ
う
な
立
場
を
前
提
と
し
て
、
通
説
は
、
窃
盗
が
未
遂
の
場
合
は
事
後
強
盗
も
未
遂
に
な
る
か
ら
、
窃
盗
未
遂
犯
人
も
事
後
強
盗
罪
の

主
体
に
含
ま
れ
る（

4
）と

し
、
ま
た
、
窃
盗
既
遂
犯
人
が
暴
行
・
脅
迫
後
に
財
物
を
取
り
返
さ
れ
て
も
窃
盗
が
既
遂
に
至
っ
て
い
る
以
上
は
事
後

強
盗
罪
も
既
遂
で
あ
る（

5
）と

解
し
て
き
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
通
説
に
対
し
て
は
、
暴
行
・
脅
迫
を
用
い
な
い
単
な
る
窃
取
に
よ
っ
て
財
物
を
取
得
す
る
事
後
強
盗
罪
と
、
暴
行
・

脅
迫
に
よ
っ
て
財
物
を
取
得
す
る
通
常
の
強
盗
罪
と
が
同
じ
程
度
の
違
法
性
を
有
す
る
と
は
い
い
が
た
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
投
げ

か
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
事
後
強
盗
罪
に
お
け
る
暴
行
・
脅
迫
を
財
産
侵
害
行
為
と
捉
え
、
窃
取
は
そ
の
前
提
条
件
に
す
ぎ
な
い
と
す

る
見
解
が
、
近
時
、
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
事
後
強
盗
罪
が
強
盗
罪
と
し
て
扱
わ
れ
る
以
上
、
単
な
る
窃
取
に
よ
る
財
物
の
取
得
で
は

な
く
、
暴
行
・
脅
迫
に
よ
る
財
産
侵
害
の
点
に
事
後
強
盗
罪
の
財
産
犯
と
し
て
の
実
質
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
立
場
か
ら
は
、
窃
盗
既
遂
犯
人
が
暴
行
・
脅
迫
後
に
財
物
を
取
り
返
さ
れ
た
場
合
を
事
後
強
盗
罪
の
未
遂
と
し
た
り
、
窃
盗
未
遂
犯
人

は
事
後
強
盗
罪
の
主
体
か
ら
除
か
れ
、
窃
盗
が
未
遂
の
場
合
は
事
後
強
盗
罪
の
未
遂
す
ら
成
立
し
な
い
と
し
た
り
す
る
な
ど
、
従
来
の
通
説

と
異
な
る
帰
結
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
事
後
強
盗
罪
が
強
盗
罪
と
し
て
扱
わ
れ
る
根
拠
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と

に
よ
り
事
後
強
盗
罪
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

　

そ
れ
で
は
、
事
後
強
盗
罪
の
財
産
犯
的
性
格
を
暴
行
・
脅
迫
の
点
に
求
め
る
近
時
の
有
力
説
は
、
果
た
し
て
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本

稿
は
、
こ
の
点
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
事
後
強
盗
罪
の
本
質
の
解
明
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
二
〇
九
五
）
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二　

暴
行
・
脅
迫
を
財
産
侵
害
行
為
と
す
る
見
解
の
検
討

　

事
後
強
盗
罪
に
お
け
る
暴
行
・
脅
迫
を
財
産
侵
害
行
為
と
見
る
近
時
の
有
力
説
の
内
部
に
お
い
て
も
、
種
々
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る

の
で
、
そ
れ
ら
の
見
解
の
主
張
内
容
と
そ
の
問
題
点
を
順
次
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

㈠　

暴
行
・
脅
迫
を
財
物
確
保
行
為
と
捉
え
る
見
解

　

⑴　

最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
事
後
強
盗
罪
に
お
け
る
暴
行
・
脅
迫
を
、
窃
盗
に
よ
り
得
た
財
物
の
確
保
の
た
め
の
行
為
と
位
置
づ
け
、

そ
の
点
に
事
後
強
盗
罪
の
財
産
犯
的
性
格
を
見
出
す
見
解
で
あ
る
。

　

こ
の
見
解
は
、
事
後
強
盗
罪
が
強
盗
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
は
、
窃
盗
に
よ
り
得
た
財
物
を
確
保
す
る
手
段
と
し
て
暴
行
・
脅
迫
を
用
い
る

こ
と
が
、
通
常
の
強
盗
罪
に
お
い
て
財
物
を
得
る
た
め
に
暴
行
・
脅
迫
を
用
い
る
こ
と
と
規
範
的
に
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
す

る（
6
）。

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
た
と
え
ば
、
窃
盗
が
既
遂
に
至
っ
た
後
に
財
物
取
還
を
防
ぐ
た
め
に
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
た
が
、
結
局
、
財

物
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
窃
盗
は
既
遂
で
あ
っ
て
も
、
暴
行
・
脅
迫
に
よ
る
財
物
確
保
に
成
功
し
な
か
っ
た
以
上
、
事
後
強
盗
罪

と
し
て
は
未
遂
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る（

7
）。

た
だ
し
、
窃
盗
未
遂
犯
人
が
逮
捕
免
脱
目
的
や
罪
責
隠
滅
目
的
で
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
る
事
態
は

十
分
に
あ
り
う
る
と
し
て
、
窃
盗
未
遂
犯
人
も
事
後
強
盗
罪
の
行
為
主
体
に
含
ま
れ
る
と
し
て
い
る（

8
）。

　

⑵　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
は
疑
問
が
あ
る
。
第
一
は
、
事
後
強
盗
罪
に
お
け
る
暴
行
・
脅
迫
が
常
に
財
物
の
確
保
に
向
け
ら
れ

た
行
為
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
刑
法
二
三
八
条
所
定
の
目
的
の
う
ち
、
財
物
返
還
阻
止
目
的
の
場
合
に
は
、
暴
行
・
脅

迫
を
、
財
物
の
確
保
の
た
め
に
行
わ
れ
る
行
為
と
し
て
財
産
侵
害
行
為
と
評
価
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
逮
捕
免
脱
目
的
や
罪
跡
隠
滅
目

的
の
場
合
、
暴
行
・
脅
迫
は
必
ず
し
も
財
物
の
確
保
に
向
け
ら
れ
た
行
為
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う（

9
）。

ま
た
、
こ
の
見
解
は
、
窃
盗
未
遂
犯

　
（
二
〇
九
六
）
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人
も
事
後
強
盗
罪
の
主
体
と
な
り
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
窃
盗
が
未
遂
の
場
合
に
は
、
暴
行
・
脅
迫
は
財
物
の
確
保
に
向
け
ら
れ
た

行
為
で
は
な
い（

10
）。

　

第
二
は
、
単
な
る
財
物
の
確
保
と
、
暴
行
・
脅
迫
に
よ
る
財
物
の
奪
取
と
が
同
じ
程
度
の
違
法
性
を
有
す
る
と
い
え
る
の
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
通
常
の
強
盗
罪
は
、
暴
行
・
脅
迫
を
手
段
と
し
て
他
人
の
財
物
を
奪
取
す
る
も
の
で
あ
り
、
財
物
の
占
有
の
移
転
を
内
容
と
す
る
の

に
対
し
、
事
後
強
盗
罪
に
お
い
て
、
財
物
の
確
保
の
た
め
に
暴
行
・
脅
迫
が
用
い
ら
れ
る
場
合
は
、
単
に
財
物
の
占
有
状
態
を
暴
行
・
脅
迫

に
よ
っ
て
維
持
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
仮
に
事
後
強
盗
罪
に
お
け
る
暴
行
・
脅
迫
を
財
物
の
確
保
に
向
け
ら
れ
た
行
為
と

捉
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
通
常
の
強
盗
罪
に
お
け
る
実
行
行
為
と
同
等
の
違
法
性
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
刑
法
二
三
八
条
は
、「
窃
盗
が
…
…
暴
行
又
は
脅
迫
を
し
た
と
き
は
」
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
の
文
言
か
ら
す
る
と
、
窃
盗
犯

人
に
よ
る
暴
行
・
脅
迫
が
行
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
事
後
強
盗
罪
は
完
成
し
、
最
終
的
に
財
物
を
取
得
し
た
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
と
解

す
る
の
が
自
然
で
あ
る（

11
）。

し
た
が
っ
て
、
暴
行
・
脅
迫
を
財
物
確
保
の
た
め
の
行
為
と
捉
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㈡　

目
的
の
内
容
に
よ
り
区
別
す
る
見
解

　

⑴　

前
述
し
た
よ
う
に
、
逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
目
的
の
場
合
、
暴
行
・
脅
迫
は
財
産
侵
害
行
為
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
こ
で
、
事
後
強

盗
罪
を
、
財
物
取
還
防
止
目
的
の
場
合
と
、
逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
目
的
の
場
合
と
に
分
け
、
前
者
の
場
合
に
つ
い
て
の
み
暴
行
・
脅
迫
行

為
を
財
産
侵
害
行
為
と
捉
え
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

一
般
に
、
窃
盗
に
よ
り
取
得
し
た
財
物
の
返
還
を
免
れ
る
た
め
に
暴
行
・
脅
迫
を
用
い
る
行
為
は
二
項
強
盗
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
る（

12
）。

こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
論
者
は
、
事
後
強
盗
罪
に
お
い
て
も
、
財
物
取
還
防
止
目
的
に
よ
っ
て
暴
行
・
脅
迫
を
行
っ
た
場
合
は
、
財
物
に
対

す
る
返
還
請
求
権
と
い
う
財
産
上
の
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
り
、
二
項
強
盗
と
共
通
の
性
格
を
有
す
る
と
説
く
。
特
に
、
財
物
の
取
返

　
（
二
〇
九
七
）
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し
防
止
に
成
功
し
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
事
後
強
盗
罪
の
既
遂
・
未
遂
を
決
す
る
見
解
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
は
二
項
強
盗
そ
の
も
の

で
あ
る
し
、
通
説
の
よ
う
に
、
窃
盗
の
既
遂
・
未
遂
を
事
後
強
盗
罪
の
既
遂
・
未
遂
の
区
別
基
準
と
す
る
立
場
に
お
い
て
も
、
二
項
強
盗
の

既
遂
時
期
を
拡
張
し
た
犯
罪
類
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
財
物
取
還
防
止
目
的
の
場
合
は
、
暴
行
・
脅
迫
を
財
産
侵
害
行
為

と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る（

13
）。

　

こ
れ
に
対
し
、
逮
捕
免
脱
も
し
く
は
罪
跡
隠
滅
目
的
の
場
合
は
、
単
に
主
体
が
窃
盗
犯
人
で
あ
る
と
い
う
だ
け
に
す
ぎ
ず
、
暴
行
・
脅
迫

は
何
ら
財
産
犯
的
性
格
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
窃
盗
犯
人
が
逃
亡
す
る
際
に
暴
行
・
脅
迫
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
実

態
に
着
目
し
て
、
逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
の
目
的
で
暴
行
・
脅
迫
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
人
身
保
護
の
観
点
か
ら
責
任
を
加
重
す
べ
き
で

あ
る
と
立
法
者
が
判
断
し
た
の
で
あ
り
、
暴
行
・
脅
迫
罪
の
加
重
類
型
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る（

14
）。

　

⑵　

こ
の
見
解
は
、
財
物
取
還
防
止
目
的
の
場
合
と
逮
捕
免
脱
目
的
・
罪
跡
隠
滅
目
的
の
場
合
と
を
区
別
し
て
論
ず
る
と
と
も
に
、
前
者

の
場
合
に
お
け
る
暴
行
・
脅
迫
を
財
物
返
還
阻
止
と
い
う
財
産
上
の
利
益
の
取
得
と
し
て
二
項
強
盗
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
上
述
し
た
見

解
の
問
題
点
を
回
避
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
も
疑
問
が
あ
る
。

　

第
一
に
、
財
物
取
還
防
止
目
的
に
よ
る
暴
行
・
脅
迫
が
常
に
二
項
強
盗
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
と
は
い
い
が
た
い
。
確
か
に
、
窃
盗
犯

人
が
財
物
の
取
返
し
を
防
ぐ
た
め
に
被
害
者
に
対
し
て
行
う
暴
行
・
脅
迫
が
実
質
的
に
二
項
強
盗
に
当
た
る
行
為
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。
本
来
、
財
物
の
所
有
者
に
対
し
て
暴
行
・
脅
迫
を
行
う
こ
と
に
よ
り
財
物
の
返
還
を
免
れ
る
行
為
は
、
暴
行
・
脅
迫
を
手
段
と
し
て

財
物
返
還
阻
止
と
い
う
財
産
上
の
利
益
を
取
得
す
る
も
の
で
あ
り
、
二
項
強
盗
罪
に
該
当
す
る
か
ら
で
あ
る（

15
）。

し
か
し
、
財
物
取
還
防
止
目

的
に
よ
る
暴
行
・
脅
迫
に
は
、
窃
盗
の
被
害
者
以
外
の
者
に
対
し
て
暴
行
・
脅
迫
が
行
わ
れ
る
場
合
も
含
ま
れ
、
こ
の
場
合
、
暴
行
・
脅
迫

の
被
害
者
は
財
物
に
対
す
る
返
還
請
求
権
を
有
し
て
い
な
い
か
ら
、
二
項
強
盗
に
は
当
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う（

16
）。

　

第
二
に
、
財
物
取
還
目
的
に
よ
る
暴
行
・
脅
迫
を
二
項
強
盗
と
す
る
理
解
は
、
窃
盗
の
機
会
の
継
続
性
が
事
後
強
盗
罪
の
成
立
要
件
と
さ

　
（
二
〇
九
八
）
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れ
て
い
る
こ
と
と
相
容
れ
な
い
。
一
般
に
、
事
後
強
盗
罪
に
お
け
る
暴
行
・
脅
迫
は
窃
盗
の
機
会
の
継
続
中
に
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
解

さ
れ
て
い
る（

17
）が

、
財
物
返
還
阻
止
行
為
を
行
う
こ
と
は
窃
盗
の
機
会
以
外
で
も
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
財
物
取
還
目
的
に
よ
る

暴
行
・
脅
迫
を
二
項
強
盗
と
捉
え
る
と
す
る
と
、
窃
盗
の
機
会
の
継
続
性
の
要
件
は
不
要
と
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
こ
の
見
解
は
、
逮
捕
免
脱
目
的
・
罪
跡
隠
滅
目
的
に
よ
っ
て
暴
行
・
脅
迫
が
行
わ
れ
る
場
合
を
人
身
犯
罪
と
す
る
が
、
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
刑
法
二
三
八
条
が
事
後
強
盗
を
「
強
盗
と
し
て
論
ず
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
逮
捕
免
脱
目
的
・
罪
跡
隠

滅
目
的
の
場
合
も
含
め
、
お
よ
そ
事
後
強
盗
罪
は
財
産
犯
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
学
説
も
、
そ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
般
に
、
財
物
取
還
目
的
で
あ
る
か
逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
目
的
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
事
後
強
盗
罪
が
成
立
す
る

と
き
に
は
窃
盗
（
未
遂
）
罪
は
別
罪
と
し
て
成
立
し
な
い
と
解
さ
れ
て
お
り（

18
）、

こ
れ
は
、
窃
盗
の
点
が
事
後
強
盗
罪
の
中
で
評
価
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

19
）。

し
た
が
っ
て
、
事
後
強
盗
罪
を
単
に
暴
行
・
脅
迫
罪
の
加
重
類
型
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る（

20
）。

　

こ
の
点
、
論
者
は
、
事
後
強
盗
罪
が
窃
盗
犯
人
の
行
う
犯
罪
類
型
で
あ
る
こ
と
か
ら
強
盗
罪
の
法
定
刑
を
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る（

21
）。

し
か
し
、
な
ぜ
強
盗
罪
の
法
定
刑
を
借
用
し
た
の
か
と
い
う
根
拠
は
明
確
で
な
い
。
さ
ら
に
、
刑
法
二
三
八
条
が
「
強
盗
と
し
て
論
ず
る
」

と
し
て
い
る
の
は
、
単
に
強
盗
罪
と
同
じ
法
定
刑
で
処
罰
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
刑
法
二
四
〇
条
な
ど
他
の
罰
条
の
適
用
に
関
し
て
も

強
盗
罪
と
同
様
に
扱
う
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
か
ら
、
刑
法
は
、
お
よ
そ
事
後
強
盗
罪
を
財
産
犯
と
見
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
目
的
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
後
強
盗
罪
を
暴
行
・
脅
迫
罪
の
加
重
類
型
と
捉
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
（
二
〇
九
九
）



事
後
強
盗
罪
の
本
質

 

四
六
二

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

㈢　

窃
盗
の
既
遂
・
未
遂
に
よ
り
区
別
す
る
見
解

　

⑴　

こ
れ
に
対
し
、
暴
行
・
脅
迫
の
目
的
如
何
で
区
別
す
る
の
で
は
な
く
、
窃
盗
が
既
遂
か
未
遂
か
で
分
け
、
窃
盗
の
既
遂
の
場
合
を
二

項
犯
罪
、
窃
盗
が
未
遂
の
場
合
を
一
項
犯
罪
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。

　

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
財
物
取
返
防
止
目
的
に
よ
る
暴
行
・
脅
迫
の
類
型
は
、
窃
盗
が
既
遂
の
場
合
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
暴

行
・
脅
迫
は
、
財
物
返
還
請
求
権
と
い
う
財
産
上
の
利
益
の
取
得
を
内
容
と
す
る
二
項
犯
罪
で
あ
る
。
一
方
、
逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
目
的

に
よ
る
暴
行
・
脅
迫
の
類
型
に
は
、
窃
盗
が
既
遂
の
場
合
と
、
未
遂
の
場
合
と
が
あ
り
う
る
。
こ
の
う
ち
、
窃
盗
が
既
遂
の
場
合
は
、
そ
の

暴
行
・
脅
迫
は
、
財
物
返
還
請
求
権
を
侵
害
す
る
二
項
犯
罪
で
あ
る
と
評
価
し
う
る
。
し
か
し
、
窃
盗
が
未
遂
の
場
合
は
、
未
だ
財
物
を
取

得
し
て
い
な
い
か
ら
、
財
物
返
還
請
求
権
を
侵
害
す
る
二
項
犯
罪
に
は
当
た
ら
ず
、
た
だ
、
暴
行
・
脅
迫
に
よ
る
占
有
の
危
殆
化
を
観
念
し

う
る
か
ら
、
財
物
を
客
体
と
す
る
一
項
犯
罪
の
未
遂
と
捉
え
ら
れ
る（

22
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
窃
盗
が
既
遂
の
場
合
は
、
財
物
返
還
請
求
権
と
い
う
財
産
上
の
利
益
を
客
体
と
す
る
二
項
犯
罪
で
あ
る
の
に
対
し
、
窃
盗

が
未
遂
の
場
合
は
、
財
物
を
客
体
と
す
る
一
項
犯
罪
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者
の
場
合
は
、
事
後
的
な
暴
行
・
脅
迫
に
よ
っ
て
占
有
と
い
う

法
益
が
危
殆
化
さ
れ
る
た
め
、
窃
取
と
暴
行
・
脅
迫
の
両
者
が
実
行
行
為
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
の
場
合
は
、
返
還
請
求
権
が
保
護

法
益
で
あ
る
以
上
、
そ
の
侵
害
に
向
け
ら
れ
た
行
為
で
あ
る
暴
行
・
脅
迫
の
み
が
実
行
行
為
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
窃
取
は
、
返
還
請
求
権

の
根
拠
と
し
て
の
法
益
設
定
行
為
に
す
ぎ
ず
、
法
益
侵
害
に
向
け
ら
れ
た
行
為
で
は
な
い
か
ら
、
実
行
行
為
に
は
当
た
ら
な
い（

23
）。

　

⑵　

し
か
し
、
こ
の
見
解
も
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
一
の
理
由
は
、
窃
盗
既
遂
犯
人
が
行
う
暴
行
・
脅
迫
を
常
に
二
項
犯
罪
と

評
価
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
窃
盗
が
既
遂
で
あ
っ
て
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
暴
行
・
脅
迫
の
相
手
方
が
窃
盗
の
被
害

者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
や
、
暴
行
・
脅
迫
が
逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
目
的
で
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
よ
う
な
暴
行
・
脅
迫
は
、
直
接
に
返

還
請
求
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
は
い
い
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
二
一
〇
〇
）
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第
二
に
、
こ
の
見
解
が
、
窃
盗
未
遂
の
場
合
に
は
後
発
的
な
暴
行
・
脅
迫
に
よ
る
占
有
の
危
殆
化
を
観
念
し
う
る
と
し
て
い
る
点
に
も
疑

問
が
あ
る
。
窃
盗
未
遂
の
場
合
、
暴
行
・
脅
迫
は
、
財
物
取
還
防
止
目
的
で
は
な
く
、
逮
捕
免
脱
ま
た
は
罪
跡
隠
滅
目
的
で
行
わ
れ
る
で
あ

ろ
う
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
暴
行
・
脅
迫
は
、
財
物
の
奪
取
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
暴
行
・
脅
迫
に
よ
っ
て
占
有
が

危
殆
化
す
る
と
は
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
窃
取
の
後
に
行
わ
れ
た
暴
行
・
脅
迫
が
、
遡
っ
て
窃
取
に
よ
る
占
有
の
危
殆
化
を
増
加

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
窃
盗
が
未
遂
に
終
わ
っ
た
後
に
犯
人
が
財
物
を
奪
取
す
る
た
め
に
暴
行
・
脅
迫
を
行
っ

た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
暴
行
・
脅
迫
は
占
有
を
危
殆
化
す
る
も
の
と
い
え
る
が
、
そ
れ
は
、
も
は
や
事
後
強
盗
罪
で
は
な
く
、
通
常
の
強
盗

罪
の
問
題
で
あ
る
。

　

こ
の
見
解
は
、
窃
盗
が
未
遂
の
場
合
、
暴
行
・
脅
迫
と
と
も
に
窃
盗
も
事
後
強
盗
罪
の
実
行
行
為
で
あ
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る

と
、
窃
取
行
為
に
よ
っ
て
も
占
有
が
危
殆
化
さ
れ
る
と
解
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
窃
取
行
為
は
、
財
物
の
占
有
を
侵
害
す

る
危
険
性
を
有
す
る
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
通
常
の
強
盗
罪
と
同
様
の
類
型
的
違
法
性
を
有

す
る
占
有
の
侵
害
と
い
え
る
か
ど
う
か
の
は
ず
で
あ
り
、
単
な
る
窃
取
行
為
だ
け
で
は
そ
の
よ
う
な
性
質
の
占
有
の
侵
害
と
は
い
え
な
い
。

㈣　

財
物
取
還
防
止
目
的
を
不
可
欠
と
す
る
見
解

　

⑴　

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
諸
説
は
、
逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
目
的
の
場
合
に
は
暴
行
・
脅
迫
を
財
産
侵
害
行
為
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
問
題
点
を
抱
え
て
い
た
。
そ
こ
で
、
財
物
取
還
防
止
目
的
に
よ
る
暴
行
・
脅
迫
が
行
わ
れ
た
場
合
に
の
み
事
後
強
盗
罪
の
成

立
を
認
め
る
見
解
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
主
張
の
内
容
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

事
後
強
盗
罪
は
、
強
盗
罪
と
し
て
扱
わ
れ
る
以
上
、
強
盗
罪
と
実
質
的
な
同
質
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、
財

物
の
取
還
を
防
ぐ
目
的
の
暴
行
・
脅
迫
は
、
通
常
の
強
盗
罪
の
よ
う
な
財
物
奪
取
目
的
の
行
為
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
に
準
じ
る
財
物
保

　
（
二
一
〇
一
）
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持
目
的
の
暴
行
・
脅
迫
で
あ
り
、
通
常
の
強
盗
罪
に
近
い
実
質
を
有
す
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
目
的
の
暴
行
・
脅

迫
は
、
財
産
犯
的
性
質
を
有
し
て
お
ら
ず
、
財
物
取
還
防
止
目
的
の
暴
行
・
脅
迫
と
同
程
度
の
違
法
性
を
有
す
る
か
、
さ
ら
に
は
強
盗
罪
に

準
じ
て
処
罰
す
る
実
質
が
あ
る
と
い
え
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
他
の
財
産
犯
が
発
覚
し
、
逮
捕
を
免
れ
た
り
罪
責
を
隠
滅

し
た
り
す
る
た
め
に
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
た
場
合
に
事
後
強
盗
罪
の
よ
う
な
規
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
十
分
に
説
明
で
き
な
い
し
、
ま
た
、

逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
目
的
の
暴
行
・
脅
迫
は
自
己
庇
護
的
行
為
と
し
て
の
側
面
も
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
財
物
取
還
を
防
ぐ
目
的
で
の
暴
行
・
脅
迫
こ
そ
を
事
後
強
盗
罪
の
行
為
と
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
後
強
盗
罪
と
は
、

窃
盗
お
よ
び
そ
れ
に
引
き
続
い
て
財
物
を
確
保
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
暴
行
・
脅
迫
で
あ
り
、
事
後
強
盗
罪
は
、
相
手
の
抵
抗
を
排
除
し
て

財
物
の
占
有
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
点
、
お
よ
び
、
犯
行
を
抑
圧
す
る
程
度
の
暴
行
・
脅
迫
を
要
す
る
点
に
お
い
て
強
盗
罪
と
の
同
質
性
・

類
似
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
財
物
の
占
有
を
取
得
し
た
者
が
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
る
と
き
は
、
財
物
取
還
を
防
ぐ
目
的
の

み
な
ら
ず
、
し
ば
し
ば
逮
捕
免
脱
も
し
く
は
罪
跡
隠
滅
の
目
的
も
伴
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
目
的
に
つ

い
て
は
財
物
取
還
防
止
目
的
と
同
時
に
存
在
す
る
限
り
で
事
後
強
盗
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い（

24
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
財
物
の
確
保
を
目
的
と
し
た
暴
行
・
脅
迫
が
事
後
強
盗
罪
の
必
須
の
要
件
で
あ
る
と
す
る
と
、
事
後
強
盗
罪
が
成
立
す
る

た
め
に
は
窃
盗
既
遂
後
に
暴
行
・
脅
迫
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
事
後
強
盗
罪
の
主
体
は
窃
盗
既
遂
犯
人
に
限
ら

れ
、
窃
盗
未
遂
犯
人
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
と
な
る（

25
）。

ま
た
、
窃
盗
既
遂
犯
人
が
暴
行
・
脅
迫
後
に
財
物
を
取
り
戻
さ
れ
た
と
き
は
、
通
常
の

強
盗
既
遂
罪
と
実
質
的
同
等
性
を
有
し
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
事
後
強
盗
罪
の
未
遂
に
と
ど
ま
る（

26
）。

　

⑵　

こ
の
見
解
は
、
窃
盗
既
遂
犯
人
が
財
物
確
保
の
た
め
に
暴
行
・
脅
迫
を
行
う
場
合
に
限
っ
て
事
後
強
盗
罪
の
成
立
を
認
め
る
と
い
う

点
に
お
い
て
、
上
述
し
た
諸
説
の
主
張
を
徹
底
し
た
見
解
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
第
一
に
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
刑
法
二
三
八
条
の
文
言
に
反
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
刑
法
二
三
八
条
は
、
目
的
に
つ

　
（
二
一
〇
二
）
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い
て
、「
財
物
を
得
て
こ
れ
を
取
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、
逮
捕
を
免
れ
、
又
は
罪
責
を
隠
滅
す
る
た
め
に
」
と
規
定
し
て
お
り
、
財
物

取
還
目
的
、
逮
捕
免
脱
目
的
、
罪
責
隠
滅
目
的
の
い
ず
れ
か
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
目
的
は

財
物
取
還
目
的
と
同
時
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
二
に
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
刑
法
二
三
八
条
の
文
言
上
、
窃
盗
犯
人
に
よ
る
暴
行
・
脅
迫
が
行
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
事
後
強

盗
罪
は
完
成
し
、
最
終
的
に
財
物
を
取
得
し
た
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
窃
盗
が
既
遂
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
後

に
財
物
を
取
り
返
さ
れ
た
と
き
に
は
、
事
後
強
盗
罪
の
未
遂
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
解
釈
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三　

事
後
強
盗
罪
の
意
義
と
具
体
的
帰
結

㈠　

事
後
強
盗
罪
の
意
義

　

⑴　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
事
後
強
盗
罪
の
財
産
犯
的
性
格
を
暴
行
・
脅
迫
の
点
に
求
め
る
見
解
は
、
い
ず
れ
も
成
功
し
て
い
な
い

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
問
題
点
は
、
事
後
強
盗
罪
に
お
け
る
暴
行
・
脅
迫
が
、
常
に
財
産
侵
害
行
為
と
し
て
の
性
質
を
有
し
て
い
る

と
は
い
え
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
財
産
侵
害
行
為
と
し
て
の
暴
行
・
脅
迫
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
窃
取
に
よ
り
得
た
財
物
を
確

保
す
る
た
め
の
行
為
と
捉
え
る
見
解
や
、
返
還
請
求
権
を
妨
害
す
る
行
為
と
理
解
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、

事
後
強
盗
罪
の
う
ち
、
逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
目
的
で
の
暴
行
・
脅
迫
や
、
窃
盗
未
遂
犯
人
に
よ
る
暴
行
・
脅
迫
は
、
財
産
侵
害
行
為
と
は

い
い
が
た
い
。
そ
こ
で
、
学
説
の
中
に
は
、
逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
目
的
で
暴
行
・
脅
迫
が
な
さ
れ
る
事
後
強
盗
を
人
身
犯
罪
と
解
し
た
り
、

窃
盗
が
未
遂
の
場
合
を
事
後
強
盗
罪
か
ら
除
外
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
財
物
取
還
防
止
目
的
で
暴
行
・
脅
迫
が
行
わ
れ
た
場
合
の
み

を
財
産
犯
と
し
て
の
事
後
強
盗
罪
と
捉
え
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
刑
法
二
三
八
条
の
文
言
に
合
致
し
な
い
の

　
（
二
一
〇
三
）
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で
あ
る
。

　

や
は
り
事
後
強
盗
罪
の
財
産
犯
的
性
格
を
基
礎
づ
け
て
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
窃
取
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う（

27
）。

確
か
に
、
窃
盗
既

遂
犯
人
が
財
物
確
保
や
財
物
返
還
防
止
の
た
め
に
暴
行
・
脅
迫
を
行
う
場
合
の
よ
う
に
、
事
後
強
盗
罪
に
お
け
る
暴
行
・
脅
迫
が
財
産
の
侵

害
に
向
け
ら
れ
た
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
詐
欺
罪
、
恐
喝
罪
、
強
盗
罪
な
ど
、
窃
盗
罪
以
外
の
奪
取
罪
に
お

い
て
も
、
財
物
の
奪
取
後
に
財
物
確
保
や
財
物
返
還
防
止
の
た
め
に
暴
行
・
脅
迫
が
行
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
財
産
侵
害
行
為
で
あ
る
と
い
え

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
刑
法
は
、
窃
盗
罪
に
つ
い
て
の
み
、
事
後
的
に
暴
行
・
脅
迫
が
行
わ
れ
た
場
合
を
重
く
処
罰
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
事
後
強
盗
罪
の
財
産
犯
と
し
て
の
性
格
は
窃
盗
の
点
に
こ
そ
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
事
後
強

盗
罪
の
客
体
は
、
返
還
請
求
権
等
の
財
産
上
の
利
益
で
は
な
く
、
窃
盗
の
対
象
で
あ
る
財
物
で
あ
る（

28
）。

　

⑵　

実
際
、
二
項
強
盗
罪
と
事
後
強
盗
罪
と
は
構
造
が
異
な
る
も
の
と
し
て
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る（

29
）。

た
と
え
ば
、
他
人
か
ら
財
物
を

詐
取
し
た
後
、
被
害
者
か
ら
財
物
の
返
還
を
要
求
さ
れ
た
た
め
、
暴
行
・
脅
迫
を
用
い
て
返
還
を
免
れ
た
場
合
に
は
、
二
項
強
盗
罪
の
成
立

が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
二
項
強
盗
罪
と
と
も
に
一
項
詐
欺
罪
も
成
立
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
、
併
合
罪

か
、
も
し
く
は
、
せ
い
ぜ
い
包
括
一
罪
と
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
詐
取
行
為
に
よ
る
法
益
侵
害
の
点
は
、
二
項
強
盗
罪
に
お
い
て

評
価
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
窃
盗
犯
人
が
財
物
取
還
防
止
の
目
的
で
暴
行
・
脅
迫
を
用
い
た
場
合
、
事
後
強
盗
罪
が
成
立
す
る
が
、
窃
盗
罪
と
事
後
強

盗
罪
は
法
条
競
合
の
関
係
に
あ
り
、
事
後
強
盗
罪
と
別
に
窃
盗
罪
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
窃
取
に
よ
る
法
益
侵
害
の
点
は
、
事
後
強

盗
罪
に
お
い
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
現
行
刑
法
は
、
事
後
強
盗
罪
の
財
産
犯
的
性
格
を
窃
取
行
為
に
見
出
し

て
い
る
と
解
す
る
ほ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

⑶　

そ
れ
で
は
、
暴
行
・
脅
迫
を
用
い
な
い
窃
取
に
よ
る
財
物
奪
取
の
点
に
事
後
強
盗
罪
の
財
産
犯
的
性
格
が
存
す
る
に
す
ぎ
な
い
に
も

　
（
二
一
〇
四
）
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か
か
わ
ら
ず
、
事
後
強
盗
罪
が
、
暴
行
・
脅
迫
を
手
段
と
し
て
財
物
を
奪
取
す
る
強
盗
罪
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

第
一
に
、
事
後
強
盗
行
為
の
防
止
の
必
要
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
奪
取
罪
の
う
ち
、
被
害
者
の
意
思
に
基
づ
く
交
付
行
為
を
通
じ
て
財
物
を

奪
取
す
る
詐
欺
罪
や
恐
喝
罪
の
場
合
に
は
、
犯
行
後
、
被
害
者
等
に
対
し
て
暴
行
・
脅
迫
を
行
う
と
い
う
事
態
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
強
盗
罪
は
、
も
と
も
と
財
物
奪
取
の
手
段
と
し
て
暴
行
・
脅
迫
が
用
い
ら
れ
る
犯
罪
で
あ
り
、
暴
行
・
脅
迫
の
点
は
刑
法
二
三
六
条

の
法
定
刑
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
強
盗
の
機
会
に
暴
行
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
刑
法
二
四
〇
条
の
適
用
も
可
能
で
あ

る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
窃
盗
は
、
被
害
者
の
意
思
に
反
し
て
財
物
を
奪
取
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
犯
行
が
発
覚
し
た
と
き
に
は
、
財
物
を
取
り

返
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
な
ど
の
目
的
で
暴
行
・
脅
迫
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
に
よ
り
被
害
者
等
の
身
体
の
安
全
や
意
思
の
自
由
が
重

大
な
危
険
に
晒
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
財
産
の
保
護
と
と
も
に
人
身
の
安
全
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
、
重
い
刑
を
科
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
事
態
を
防
止
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
の
が
、
刑
法
二
三
八
条
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

30
）。

　

第
二
は
、
事
後
強
盗
罪
の
類
型
的
違
法
性
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
事
後
強
盗
罪
は
、
財
産
の
み
な
ら
ず
身
体
の
安
全
や
意
思

の
自
由
を
も
侵
害
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
通
常
の
強
盗
罪
と
共
通
し
て
い
る（

31
）。

そ
し
て
、
窃
盗
そ
の
も
の
は
暴
行
・
脅
迫
を
手
段
と
し

た
財
物
奪
取
で
は
な
い
も
の
の
、
事
後
強
盗
罪
に
お
い
て
は
暴
行
・
脅
迫
が
窃
盗
の
機
会
の
継
続
中
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
よ
う
に
窃
盗
と
機
会
を
同
じ
く
し
て
暴
行
・
脅
迫
が
行
わ
れ
た
場
合
、
社
会
的
実
態
と
し
て
は
窃
盗
と
暴
行
・
脅
迫
を
一
体
の
行
為
と

評
価
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
事
後
強
盗
罪
に
お
い
て
窃
取
と
暴
行
・
脅
迫
が
一
体
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
実
態
に

着
目
す
る
と
、
事
後
強
盗
罪
は
、
暴
行
・
脅
迫
を
手
段
と
し
て
財
物
を
奪
取
す
る
通
常
の
強
盗
罪
に
近
い
類
型
的
違
法
性
を
備
え
て
い
る
と

い
え
る
の
で
あ
る（

32
）。

　
（
二
一
〇
五
）
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㈡　

具
体
的
帰
結

　

⑴　

こ
う
し
た
理
解
を
前
提
と
す
る
と
、
事
後
強
盗
罪
に
関
す
る
通
説
の
帰
結
を
基
本
的
に
支
持
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

事
後
強
盗
罪
の
財
産
犯
的
性
格
を
基
礎
づ
け
て
い
る
の
が
窃
取
で
あ
る
と
す
る
と
、
事
後
強
盗
罪
の
既
遂
・
未
遂
は
、
窃
盗
の
既
遂
・
未

遂
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
窃
盗
が
既
遂
に
至
っ
た
後
に
財
物
を
取
り
返
さ
れ
て
も
、
事
後
強
盗
罪
の
既
遂
を
認
め

て
よ
い
。

　

事
後
強
盗
罪
の
既
遂
・
未
遂
が
窃
盗
の
既
遂
・
未
遂
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
す
る
と
、
窃
盗
の
着
手
後
、
既
遂
に
至
る
前
に
、
逮
捕
免
脱
・

罪
跡
隠
滅
目
的
で
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
た
場
合
に
も
、
事
後
強
盗
罪
の
未
遂
が
成
立
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
窃
盗
未
遂
犯
人
も
、
事
後
強
盗

罪
の
主
体
に
含
ま
れ
る
。

　

ま
た
、
事
後
強
盗
罪
は
、
窃
盗
罪
と
暴
行
・
脅
迫
罪
と
の
結
合
犯
で
あ
る
。
事
後
強
盗
罪
の
第
一
次
的
な
保
護
法
益
で
あ
る
財
産
を
侵
害

す
る
の
が
窃
取
行
為
で
あ
る
と
す
る
と
、
暴
行
・
脅
迫
と
と
も
に
窃
盗
も
事
後
強
盗
罪
の
実
行
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る（
33
）。

　

⑵　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
窃
取
を
事
後
強
盗
罪
の
実
行
行
為
の
一
部
で
あ
る
と
解
し
た
と
し
て
も
、
事
後
強
盗
罪
の
実
行
の
着
手
時

期
は
、
窃
取
の
開
始
時
で
は
な
く
、
暴
行
・
脅
迫
の
開
始
時
に
求
め
ら
れ
る
。
確
か
に
、
強
盗
罪
の
よ
う
に
、
結
合
犯
に
お
い
て
は
、
原
則

と
し
て
実
行
行
為
の
一
部
が
開
始
さ
れ
た
時
点
で
直
ち
に
結
合
犯
全
体
の
実
行
の
着
手
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
結
合
犯
と

さ
れ
る
強
盗
殺
人
罪
や
強
盗
強
姦
罪
の
実
行
の
着
手
時
期
は
、
強
取
行
為
の
開
始
時
で
は
な
く
、
殺
人
行
為
や
強
姦
行
為
の
開
始
時
に
求
め

ら
れ
て
い
る（

34
）。

　

そ
も
そ
も
実
行
の
着
手
と
は
、
構
成
要
件
実
現
の
現
実
的
危
険
を
含
む
行
為
の
開
始
を
い
う（

35
）が

、
強
盗
罪
の
場
合
に
は
、
強
取
の
意
思
で

暴
行
・
脅
迫
が
開
始
す
れ
ば
そ
の
時
点
で
財
物
奪
取
の
現
実
的
危
険
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
強
盗
殺
人
罪
や
強
盗
強
姦
罪
の
場
合
に
は
、

　
（
二
一
〇
六
）
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強
取
行
為
だ
け
で
は
致
死
や
強
姦
の
点
に
つ
い
て
の
現
実
的
危
険
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
う
し
た
危
険
は
、
殺
人
行
為
や
強
姦
行
為
が
開
始
さ

れ
て
初
め
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
事
後
強
盗
罪
に
つ
い
て
も
、
強
盗
殺
人
罪
や
強
盗
強
姦
罪
と
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
た
と
え
事
後
強
盗
の

意
思
を
持
っ
て
窃
取
行
為
を
開
始
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
点
で
は
事
後
強
盗
罪
の
構
成
要
件
が
実
現
さ
れ
る
現
実
的
危
険
は
発
生
し
て
い

な
い
た
め
、
暴
行
・
脅
迫
の
開
始
を
待
っ
て
実
行
の
着
手
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る（

36
）。

四　

事
後
強
盗
罪
と
強
盗
罪
の
関
係

　

最
後
に
、
以
上
の
考
察
結
果
を
踏
ま
え
て
、
事
後
強
盗
罪
と
通
常
の
強
盗
罪
と
の
関
係
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

㈠　

事
後
強
盗
罪
と
二
項
強
盗
罪
と
の
関
係

　

⑴　

前
述
し
た
よ
う
に
、
窃
盗
に
よ
り
得
た
財
物
の
取
返
し
を
防
ぐ
た
め
に
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
た
場
合
に
は
、
暴
行
・
脅
迫
に
よ
り
返

還
請
求
権
の
防
止
と
い
う
財
産
上
の
利
益
を
取
得
し
た
と
い
え
、
事
後
強
盗
罪
と
同
時
に
二
項
強
盗
罪
の
構
成
要
件
に
も
該
当
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
こ
の
場
合
、
事
後
強
盗
罪
の
客
体
は
財
物
で
あ
る
の
に
対
し
、
二
項
強
盗
罪
の
客
体
は
返
還
請
求
権
と
い
う
財
産
上
の
利
益
で

あ
り
、
両
者
の
客
体
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
見
れ
ば
、
同
一
の
被
害
者
の
同
一
の
財
産
に
対
す
る
侵
害
行
為
と
い
え
る
か
ら
、
包

括
一
罪
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
事
後
強
盗
罪
は
、
窃
盗
後
に
暴
行
・
脅
迫
が
行
わ
れ
た
場
合
の
特
別
規
定
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
、

二
項
強
盗
罪
は
事
後
強
盗
罪
に
吸
収
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る（

37
）。

　

特
に
、
窃
盗
が
既
遂
に
至
っ
た
後
、
窃
盗
の
被
害
者
か
ら
財
物
を
取
り
返
さ
れ
そ
う
に
な
り
、
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
た
が
、
結
局
、
財
物

を
取
り
返
さ
れ
た
場
合
に
は
、
実
益
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
窃
盗
が
既
遂
で
あ
る
以
上
、
事
後
強
盗
罪
は
既
遂
と
な
る
の
に
対
し
、
返
還
請

　
（
二
一
〇
七
）
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求
権
の
侵
害
に
は
至
っ
て
い
な
い
た
め
二
項
強
盗
罪
と
し
て
は
未
遂
で
あ
り（

38
）、

軽
い
二
項
強
盗
未
遂
罪
は
重
い
事
後
強
盗
既
遂
罪
に
吸
収
さ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

⑵　

も
っ
と
も
、
事
後
強
盗
罪
と
二
項
強
盗
罪
の
成
立
範
囲
は
、
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い（

39
）。

　

事
後
強
盗
罪
は
、
窃
盗
犯
人
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
詐
欺
や
恐
喝
に
よ
り
得
た
財
物
の
取
返
し
を
防
ぐ
た
め
に
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
た
場
合

に
は
、
事
後
強
盗
罪
が
成
立
す
る
余
地
は
な
く
、
二
項
強
盗
罪
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
事
後
強
盗
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は

暴
行
・
脅
迫
が
窃
盗
の
機
会
の
継
続
中
に
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
窃
盗
の
機
会
の
継
続
中
と
は
い
え
な
い
場
合
に
は
、
事
後
強
盗
罪

の
成
立
は
否
定
さ
れ
る
が
、
二
項
強
盗
罪
の
成
立
す
る
可
能
性
は
あ
る
。

　

逆
に
、
窃
盗
未
遂
犯
人
が
逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
の
目
的
で
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
た
場
合
に
は
、
事
後
強
盗
（
未
遂
）
罪
は
成
立
す
る
が
、

財
産
上
の
利
益
の
取
得
に
向
け
ら
れ
た
行
為
で
は
な
い
か
ら
、
二
項
強
盗
罪
に
は
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
窃
盗
犯
人
が
財
物
の
所
有
者
以
外

の
者
に
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
る
場
合
、
暴
行
・
脅
迫
の
相
手
方
が
返
還
請
求
権
を
有
し
て
い
な
い
以
上
、
二
項
強
盗
罪
の
成
立
は
否
定
さ
れ

る
が
、
事
後
強
盗
罪
は
、
窃
盗
の
被
害
者
以
外
の
者
に
対
す
る
暴
行
・
脅
迫
を
含
む
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
事
後
強
盗
罪
の
成
立
は
認
め
ら

れ
よ
う
。

㈡　

事
後
強
盗
罪
と
一
項
強
盗
罪
と
の
関
係

　

⑴　

窃
盗
の
実
行
の
着
手
後
、
犯
行
が
発
覚
し
、
被
害
者
に
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
、
財
物
を
奪
取
し
た
場
合
は
、
窃
盗
は
未
遂
に
終
わ
っ

て
い
る
か
ら
、
事
後
強
盗
罪
と
し
て
は
未
遂
で
あ
る
が
、
暴
行
・
脅
迫
を
手
段
と
し
て
財
物
を
奪
取
し
て
い
る
か
ら
、
一
項
強
盗
既
遂
罪
の

成
立
が
認
め
ら
れ
る（

40
）。

い
わ
ゆ
る
居
直
り
強
盗
で
あ
る
。

　

⑵　

そ
れ
で
は
、
窃
盗
が
既
遂
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
一
項
強
盗
罪
の
成
立
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い

　
（
二
一
〇
八
）
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て
は
、
一
項
強
盗
罪
の
成
立
す
る
余
地
を
認
め
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。

　

こ
の
見
解
は
、「
犯
罪
の
既
遂
」
と
「
犯
罪
の
終
了
・
完
成
」
と
の
区
別
に
着
目
し
、
た
と
え
ば
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
商
品
を
ポ

ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
場
合
、
財
物
の
占
有
は
移
転
し
、
窃
盗
罪
は
「
既
遂
」
に
達
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
被
害
者
の
占
有
を
完
全
に
排
除
し

た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
窃
盗
罪
は
「
終
了
・
完
成
」
し
た
と
は
い
い
が
た
く
、
こ
の
場
合
に
、
警
備
員
等
に
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
て
商
品

を
完
全
に
確
保
す
れ
ば
、
一
項
強
盗
罪
の
成
立
を
認
め
て
よ
い
と
説
く（

41
）。

　

確
か
に
、
財
物
奪
取
の
後
に
暴
行
・
脅
迫
が
行
わ
れ
た
場
合
で
も
、
一
項
強
盗
罪
の
成
立
を
認
め
る
余
地
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ひ
っ
た

く
り
の
事
例
の
よ
う
に
、
最
初
か
ら
強
盗
の
意
思
で
財
物
を
奪
取
し
て
、
そ
の
直
後
に
暴
行
・
脅
迫
を
行
い
、
こ
れ
に
よ
り
財
物
を
確
保
し

た
場
合
に
は
、
実
質
的
に
は
暴
行
・
脅
迫
を
手
段
と
し
て
財
物
を
奪
取
し
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
一
項
強
盗
罪
の
成

立
を
認
め
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る（

42
）。

　

し
か
し
、
当
初
は
窃
盗
の
意
思
で
財
物
の
占
有
を
取
得
し
た
後
に
暴
行
・
脅
迫
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
た
と
え
そ
の
暴
行
・
脅
迫
に
よ

り
財
物
の
占
有
が
よ
り
強
固
な
も
の
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
暴
行
・
脅
迫
を
手
段
と
し
て
財
物
を
奪
取
し
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
原
則
と

し
て
一
項
強
盗
罪
の
成
立
は
否
定
す
べ
き
で
あ
り
、
事
後
強
盗
罪
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る（

43
）。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
同
じ
奪

取
罪
の
中
で
も
、
窃
盗
罪
に
お
け
る
占
有
と
、
強
盗
罪
に
お
け
る
占
有
と
が
異
な
る
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
占
有
の
概
念
が
不
明
確
な

も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う（

44
）。

　

犯
罪
の
既
遂
と
犯
罪
の
終
了
・
完
成
を
区
別
す
る
見
解
は
、
現
在
の
通
説
・
判
例
に
お
い
て
窃
盗
罪
の
既
遂
が
比
較
的
早
い
時
点
で
認
め

ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
根
拠
の
一
つ
と
し
て
い
る（

45
）。

し
か
し
、
も
し
そ
れ
に
よ
り
不
都
合
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ

窃
盗
罪
の
既
遂
時
期
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
の
が
、
筋
で
あ
ろ
う
。

　
（
二
一
〇
九
）
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五　

結　

語

　

本
稿
は
、
事
後
強
盗
罪
の
財
産
犯
的
性
格
を
基
礎
づ
け
る
の
は
窃
盗
か
暴
行
・
脅
迫
か
と
い
う
点
に
関
す
る
学
説
の
対
立
に
着
目
す
る
こ

と
に
よ
り
、
事
後
強
盗
罪
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

事
後
強
盗
罪
は
、
通
常
の
強
盗
罪
と
異
な
り
、
財
物
奪
取
行
為
の
後
に
暴
行
・
脅
迫
が
行
わ
れ
、
暴
行
・
脅
迫
が
必
ず
し
も
財
産
の
侵
害

の
手
段
と
し
て
は
行
わ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
強
盗
罪
と
し
て
論
じ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
法
的
性
格
が
不
明

確
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
の
た
め
、
暴
行
・
脅
迫
を
財
産
侵
害
行
為
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
能
な
限
り
通
常
の
強
盗
罪
と
共

通
の
性
質
を
事
後
強
盗
罪
に
見
出
そ
う
と
す
る
近
時
の
有
力
説
は
、
一
定
の
説
得
力
を
有
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
、
刑
法
二

三
八
条
の
解
釈
と
し
て
は
無
理
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
刑
法
二
三
八
条
の
文
言
を
前
提
と
す
る
限
り
、
事
後
強
盗
罪
の
財
産
犯
的

性
格
は
、
窃
盗
の
点
に
求
め
る
ほ
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
）　

大
谷
實
『
刑
法
講
義
各
論
』（
成
文
堂
、
新
版
第
三
版
、
二
〇
〇
九
年
）
二
三
二－

二
三
三
頁
。
佐
久
間
修
「
強
盗
罪
に
お
け
る
財
産
犯
と
人
身
犯
の
交
錯
（
一
）」

警
察
学
論
集
五
七
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
九
七－

一
九
八
頁
も
、
事
後
強
盗
罪
の
人
身
犯
と
し
て
の
側
面
を
重
視
す
る
。

（
2
）　

大
判
明
治
四
二
年
一
〇
月
一
五
日
刑
録
一
五
輯
一
三
八
〇
頁
、
最
判
昭
和
二
四
年
七
月
九
日
刑
集
三
巻
八
号
一
一
八
八
頁
。
大
谷
・
前
掲
注
（
1
）
二
三
五
頁
、
山

中
敬
一
『
刑
法
各
論
』（
成
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
〇
九
年
）
二
九
四－
二
九
五
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
内
田
文
昭
『
刑
法
各
論
』（
青
林
書
院
、
第
三
版
、
一
九
九
六
年
）

二
八
四
頁
は
、
暴
行
・
脅
迫
に
よ
り
身
体
・
自
由
が
侵
害
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
を
も
事
後
強
盗
罪
の
未
遂
と
す
る
。
ま
た
、
西
村
克
彦
『
強
盗
罪
考
述
』（
一
粒
社
、
一

九
八
三
年
）
一
一
八
頁
以
下
は
、
窃
盗
が
未
遂
の
場
合
は
刑
法
二
三
八
条
適
用
の
前
提
を
欠
く
し
、
窃
盗
犯
人
に
よ
る
暴
行
・
脅
迫
に
未
遂
は
な
い
か
ら
、
結
局
、
事

後
強
盗
罪
に
未
遂
犯
の
成
立
す
る
余
地
は
な
い
と
し
、
窃
盗
未
遂
犯
人
が
暴
行
・
脅
迫
を
行
っ
た
場
合
は
窃
盗
未
遂
罪
と
暴
行
・
脅
迫
罪
が
成
立
す
る
と
説
く
。

（
3
）　

山
口
厚
『
刑
法
各
論
』（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
一
〇
年
）
二
二
九
頁
。

（
4
）　

川
端
博
『
刑
法
各
論
講
義
』（
成
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
一
〇
年
）
三
三
六
頁
、
前
田
雅
英
『
刑
法
各
論
講
義
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
第
四
版
、
二
〇
〇
七
年
）
二

　
（
二
一
一
〇
）



事
後
強
盗
罪
の
本
質

 

四
七
三

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

四
二
頁
、
大
谷
・
前
掲
注
（
1
）
二
三
三
頁
、
山
口
・
前
掲
注
（
3
）
二
三
〇
頁
。

（
5
）　

山
口
・
前
掲
注
（
3
）
二
三
〇
頁
、
岡
野
光
雄
「
事
後
強
盗
罪
」
阿
部
純
二
ほ
か
編
『
刑
法
基
本
講
座　

第
五
巻　

財
産
犯
論
』（
法
学
書
院
、
一
九
九
三
年
）
一

一
七
頁
、
植
田
重
正
「
事
後
強
盗
罪
の
問
題
点
」
関
西
大
学
法
学
論
集
二
六
巻
一
号
（
一
九
七
六
年
）
九
頁
、
吉
田
敏
雄
「
事
後
強
盗
罪
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
現
代

刑
事
法
一
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
四
四
頁
。

（
6
）　

西
田
典
之
『
刑
法
各
論
』（
弘
文
堂
、
第
五
版
、
二
〇
一
〇
年
）
一
七
七
頁
。

（
7
）　

植
松
正
『
再
訂
刑
法
概
論
Ⅱ
各
論
』（
勁
草
書
房
、
一
九
七
五
年
）
三
九
四
頁
、
曽
根
威
彦
『
刑
法
各
論
の
重
要
問
題
』（
成
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
〇
六
年
）
一
八

〇－

一
八
一
頁
。
た
だ
し
、
西
田
・
前
掲
注
（
6
）
一
七
七
頁
は
、
窃
盗
が
既
遂
の
場
合
で
も
、
最
終
的
に
財
物
を
取
り
戻
さ
れ
た
と
き
は
、
事
後
強
盗
罪
の
未
遂

と
す
る
見
解
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
し
つ
つ
も
、
な
お
疑
問
を
留
保
し
て
お
き
た
い
と
す
る
。

（
8
）　

曽
根
威
彦
『
刑
法
各
論
』（
弘
文
堂
、
第
三
版
補
正
三
版
、
二
〇
〇
六
年
）
一
三
〇
頁
。
西
田
・
前
掲
注
（
6
）
一
七
七
頁
は
、
こ
う
し
た
見
解
を
基
本
的
に
支
持

し
つ
つ
も
、
疑
問
を
留
保
す
る
と
し
て
い
る
。

（
9
）　

山
口
・
前
掲
注
（
23
）
一
三
七
頁
以
下
。

（
10
）　

林
幹
人
「
事
後
強
盗
罪
の
新
動
向
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
四
九
頁
。

（
11
）　

山
口
・
前
掲
注
（
3
）
二
三
〇
頁
。

（
12
）　

最
決
昭
和
六
一
年
一
一
月
一
八
日
刑
集
四
〇
巻
七
号
五
二
三
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
町
野
朔
『
刑
法
各
論
の
現
在
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
一
四
一
頁
は
、
二
項

強
盗
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
。

（
13
）　

佐
伯
仁
志
「
事
後
強
盗
罪
の
共
犯
」
研
修
六
三
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
六－

七
頁
。

（
14
）　

佐
伯
・
前
掲
注
（
13
）
七
頁
。
さ
ら
に
、
佐
久
間
修
『
刑
法
各
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
一
九
〇
頁
注
一
八
参
照
。

（
15
）　

古
田
佑
紀
「
判
批
」
研
修
四
五
四
号
（
一
九
八
七
年
）
六
八－
六
九
頁
参
照
。

（
16
）　

大
阪
地
判
昭
和
五
七
年
七
月
九
日
判
時
一
〇
八
三
号
一
五
八
頁
。
安
廣
文
夫
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説　

刑
事
篇　

昭
和
六
一
年
度
』（
法
曹
会
、
一
九
八

九
年
）
三
〇
八
頁
、
内
田
文
昭
「
二
項
強
盗
の
限
界－

最
高
裁
昭
和
六
一
年
一
一
月
一
八
日
第
一
小
法
廷
決
定
（
刑
集
四
〇
巻
七
号
五
二
三
頁
・
判
例
時
報
一
二
一

六
号
一
四
二
頁
）
を
機
縁
と
し
て
」
判
例
評
論
三
四
六
号
（
一
九
八
七
年
）
五
頁
、
林
・
前
掲
注
（
10
）
五
〇
頁
。

（
17
）　

最
決
平
成
一
四
年
二
月
一
四
日
刑
集
五
六
巻
二
号
八
六
頁
、
最
判
平
成
一
六
年
一
二
月
一
〇
日
刑
集
五
八
巻
九
号
一
〇
四
七
頁
。
大
谷
・
前
掲
注
（
1
）
二
三
四
頁
。

（
18
）　

大
判
明
治
四
三
年
一
一
月
二
四
日
刑
録
一
六
輯
二
一
二
五
頁
。
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
一
二
巻
』（
青
林
書
院
、
第
二
版
、
二
〇
〇
三
年
）〔
米

　
（
二
一
一
一
）



事
後
強
盗
罪
の
本
質

 

四
七
四

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

澤
慶
治
＝
髙
部
道
彦
〕
三
七
九
頁
、
三
九
一－

三
九
二
頁
。

（
19
）　

山
口
厚
「
事
後
強
盗
罪
再
考
」
研
修
六
六
〇
号
（
二
〇
〇
三
年
）
八
頁
。

（
20
）　

山
口
・
前
掲
注
（
19
）
八
頁
は
、
事
後
強
盗
罪
が
暴
行
罪
・
脅
迫
罪
の
加
重
形
態
で
あ
る
と
す
る
と
事
後
強
盗
罪
の
法
定
刑
の
重
さ
を
正
当
化
で
き
な
い
と
指
摘

す
る
。
さ
ら
に
、
只
木
誠
「
判
批
」
判
例
評
論
五
三
七
号
（
二
〇
〇
三
年
）
四
九
頁
参
照
。

（
21
）　

佐
伯
・
前
掲
注
（
13
）
八
頁
。

（
22
）　

増
田
隆
「
事
後
強
盗
罪
の
基
本
構
造
と
そ
の
関
与
問
題
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
一
一
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
〇
四－

一
〇
五
頁
。

（
23
）　

増
田
・
前
掲
注
（
22
）
一
〇
〇－

一
〇
一
頁
。

（
24
）　

金
澤
真
理
「
財
物
奪
取
後
の
暴
行
・
脅
迫－

事
後
強
盗
罪
の
構
造－

」『
刑
事
法
学
の
現
代
的
課
題　

阿
部
純
二
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』（
第
一
法
規
、
二
〇
〇
四
年
）

三
〇
七
頁
以
下
。
松
宮
孝
明
『
刑
法
各
論
講
義
』（
成
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
〇
八
年
）
二
一
七
頁
は
、
事
後
強
盗
罪
に
逮
捕
免
脱
・
罪
跡
隠
滅
目
的
を
加
え
て
お
く

こ
と
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
す
る
。

（
25
）　

松
宮
・
前
掲
注
（
24
）
二
一
八
頁
、
金
澤
・
前
掲
注
（
24
）
三
〇
八
頁
。

（
26
）　

金
澤
・
前
掲
注
（
24
）
三
一
〇－

三
一
一
頁
。

（
27
）　

古
江
賴
隆
「
判
批
」
研
修
四
五
七
号
（
一
九
八
六
年
）
六
七
頁
。

（
28
）　

正
田
満
三
郎
「
一
項
強
盗
罪
・
二
項
強
盗
罪
・
事
後
強
盗
罪
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
（
上
）－

最
高
裁
一
小
決
昭
六
一
・
一
一
・
一
八
を
顧
み
る
」
判
時
一
二
八

六
号
（
一
九
八
八
年
）
七
頁
、
山
口
・
前
掲
注
（
19
）
九－
一
〇
頁
。

（
29
）　

内
田
・
前
掲
注
（
16
）
六
頁
、
林
・
前
掲
注
（
10
）
四
九－
五
〇
頁
。

（
30
）　

山
中
・
前
掲
注
（
2
）
二
八
九
頁
は
、
暴
行
・
脅
迫
を
用
い
て
財
物
を
強
取
す
る
の
も
、
後
に
暴
行
・
脅
迫
に
よ
っ
て
確
保
す
る
の
も
、
犯
罪
心
理
学
的
に
は
、
価

値
的
に
同
一
で
あ
る
点
、
お
よ
び
、
違
法
・
責
任
の
程
度
は
低
い
が
、
被
害
者
の
取
返
し
や
逮
捕
行
為
の
（
緊
急
権
の
）
保
護
の
必
要
性
が
高
い
の
で
、
政
策
的
に

同
様
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
事
後
強
盗
罪
が
強
盗
罪
と
し
て
扱
わ
れ
る
根
拠
を
求
め
て
い
る
。
な
お
、
岡
野
・
前
掲
注
（
5
）
一
二
四
頁
注
（
1
）

参
照
。

（
31
）　

吉
田
・
前
掲
注
（
5
）
四
三
頁
は
、
人
身
保
護
の
必
要
性
の
観
点
か
ら
刑
法
二
三
八
条
が
置
か
れ
た
と
し
た
上
で
、
事
後
強
盗
罪
は
窃
盗
罪
の
加
重
類
型
で
あ
っ
て
、

暴
行
罪
・
脅
迫
罪
の
加
重
類
型
で
は
な
い
と
す
る
。

（
32
）　

大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
各
論
）』（
有
斐
閣
、
第
三
版
、
一
九
九
六
年
）
二
二
一
頁
、
只
木
・
前
掲
注
（
20
）
四
九
頁
、
内
山
良
雄
「
強
盗
罪
」
曽
根
威
彦
＝
松
原
芳

　
（
二
一
一
二
）



事
後
強
盗
罪
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本
質

 

四
七
五

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

博
編
『
重
点
課
題
刑
法
各
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
一
一
三
頁
。

（
33
）　

も
っ
と
も
、
事
後
強
盗
罪
は
、
同
時
に
、
身
分
犯
で
も
あ
る
。
拙
著
『
身
分
犯
の
共
犯
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
三
二
二
頁
以
下
。

（
34
）　

古
江
・
前
掲
注
（
27
）
六
三－

六
四
頁
。

（
35
）　

大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
』（
成
文
堂
、
新
版
第
三
版
、
二
〇
〇
九
年
）
三
七
〇
頁
。

（
36
）　

古
江
・
前
掲
注
（
27
）
六
五－

六
六
頁
、
内
山
・
前
掲
注
（
31
）
一
一
四
頁
。

（
37
）　

内
田
・
前
掲
注
（
16
）
六
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
安
廣
・
前
掲
注
（
16
）
三
〇
八－

三
〇
九
頁
は
、
二
項
強
盗
罪
と
事
後
強
盗
罪
と
に
認
定
上
の
優
先
順
位
は
な
い

と
す
る
。

（
38
）　

林
・
前
掲
注
（
10
）
五
〇
頁
。

（
39
）　

安
廣
・
前
掲
注
（
16
）
三
〇
八－

三
〇
九
頁
、
林
美
月
子
「
判
批
」
法
学
教
室
八
〇
号
（
一
九
八
七
年
）
一
二
八
頁
、
林
・
前
掲
注
（
10
）
五
〇
頁
。

（
40
）　

川
端
・
前
掲
注
（
4
）
三
三
八－

三
三
九
頁
、
大
谷
・
前
掲
注
（
1
）
二
二
六
頁
。

（
41
）　

林
・
前
掲
注
（
10
）
四
七－

四
八
頁
。

（
42
）　

最
判
昭
和
二
四
年
二
月
一
五
日
刑
集
三
巻
二
号
一
六
四
頁
。
大
塚
・
前
掲
注
（
31
）
二
一
五－

二
一
六
頁
、
大
谷
・
前
掲
注
（
1
）
二
二
六
頁
、
曽
根
・
前
掲
注

（
8
）
一
三
五
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
事
後
強
盗
罪
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
西
田
・
前
掲
注
（
6
）
一
六
七
頁
、
金
澤
・
前
掲

注
（
24
）
三
〇
八－

三
〇
九
頁
。
さ
ら
に
、
吉
田
・
前
掲
注
（
5
）
四
三－

四
四
頁
は
、
強
盗
未
遂
罪
と
暴
行
罪
・
脅
迫
罪
が
成
立
す
る
と
す
る
。

（
43
）　

吉
田
・
前
掲
注
（
5
）
四
三
頁
。

（
44
）　

増
田
・
前
掲
注
（
22
）
一
〇
六
頁
。

（
45
）　

林
・
前
掲
注
（
10
）
四
八
頁
。

　
（
二
一
一
三
）


